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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
特
定
原
産
地
証
明
書
発
行
に
関
す
る
各
国
の
運
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
特
定
原
産
地
証
明
書
が
不
正
に
発
給
さ
れ
て
い
た
事
例
」
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
が
締
結
し
て
い
る
経
済
連

携
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
の
他
の
締
約
国
の
手
続
に
基
づ
く
事
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
確
認
す
る

立
場
に
な
い
。
ま
た
、
「
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
同
様
の
相
互
審
査
制
度
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 
 

な
お
、
協
定
で
あ
っ
て
、
輸
入
締
約
国
に
お
け
る
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
要
求
す
る
輸
入
者
に
対
し
て
、
原
産
地
証
明
書

の
提
出
を
要
求
す
る
旨
定
め
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
は
、
輸
出
締
約
国
に
お
け
る
原
産
地
証

明
書
の
発
給
に
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
、
協
定
に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
関
す
る
情
報
を
要
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
旨
の
規
定
が
措
置
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
政
府
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
規
定
に
基
づ
き
、
協
定
に
係
る
我
が
国
へ
の

適
正
な
輸
入
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
場
合
に
は
、
外
交
ル
ー
ト
を
通
じ
、
か
か
る
要
請
を
実
施
し
て
い
る
。 

二
の
１
及
び
２
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
同
証
明
書
の
取
得
に
精
通
し
て
い
る
民
間
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」
及
び
「
先
進
市
町
村
で
活
躍
し
て
い
る



 

２ 

 

職
員
や
民
間
専
門
家
が
広
く
地
域
人
材
ネ
ッ
ト
（
地
域
力
創
造
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）
と
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
さ
れ
て
い
る
の

と
同
様
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
中
小
企
業
等
に
よ
る
協
定
に

関
す
る
貿
易
手
続
等
の
業
務
を
支
援
す
る
た
め
、
民
間
の
専
門
家
も
活
用
し
、
経
済
産
業
省
で
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
相
談
デ
ス
ク
に

お
い
て
、
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
（
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
原
産
地
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
発
給

手
続
に
特
化
し
て
相
談
対
応
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
で
は
、
全
国
に
設
置
し
た
貿
易
投

資
相
談
窓
口
に
お
い
て
、
協
定
に
関
す
る
も
の
を
含
め
た
貿
易
手
続
全
般
に
つ
い
て
、
相
談
対
応
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
中
小
企
業
等
が
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
手
続
等
の
貿
易
手
続
を
円
滑
に
行
え
る

よ
う
に
支
援
し
て
ま
い
り
た
い
。 

二
の
３
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
「
総
合
的
な
Ｔ
Ｐ
Ｐ
等
関
連
政
策
大
綱
」
（
令
和
二
年
十
二
月
八
日
Ｔ
Ｐ
Ｐ
等
総
合
対
策
本
部
決
定
）

に
基
づ
き
「
中
堅
・
中
小
企
業
等
の
新
市
場
開
拓
の
た
め
の
総
合
的
支
援
体
制
の
強
化
」
を
実
現
す
る
た
め
、
令
和
二
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）
及
び
令
和
三
年
度
予
算
に
お
い
て
必
要
な
予
算
を
計
上
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
引
き
続



 

３ 

 

き
必
要
な
予
算
を
確
保
し
て
ま
い
り
た
い
。 


